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˔ɹࣄͩہΑΓɹ˔

105号をおಧけし·すɻ

˖　本年４݄１日より、վ正建業法の一部
が施行され·したɻ
　媒介契約を締結した建業者は、「త物
件に売買等のਃ込Έがあった場合、ґཔ者に
対してなくͦのࢫをใ告すること」がඞ
要となり·したɻ業務のॲ理ঢ়گのใ告義務
のない一ൠ媒介契約においても適用されるこ
と、ใ告義務をཤ行したࡍにはͦのΤϏσン
εをしておくことにもཹ意がඞ要とࢥΘれ
·すɻ
　·た、買主が建業者の場合には、重要事
項説明においてऔ引࢜の説明は不要となり·
したɻ建業者間औ引のޮԽが期され·
すɻ

載し·しܝの判例からは11の事例をۙ࠷　˖
たɻ
　重要事項説明書の記載誤りがトラブルݪҼ
となった事例５においては、説明書の୯७な
誤記であったことが認められ·したが、ࡋ判
所は、「重要事項説明の不උは建業者とし
てあってはならないམͪであり、重要事項
の֬認࡞業さえ࣮施していれ、誤記はආけ
られたՄੑはߴく、লすきであるɻ」
と、説明書࡞において֬࠶認等の基本త࡞
業をଵった建業者に対して、ݫしく反লを
ଅしてい·すɻ࣮務のߟࢀになるとࢥΘれ·
すɻ
　·た、事例７において、物件Ҋ内において
媒介業者が誤ってブϨʔΧʔをམとしたため
地下水浸水事故がൃ生した事Ҋを͝介して
い·すɻ物件に不Ҋ内な借खଆʢ買खଆʣ業
者が、୯ಠで物件Ҋ内を行͏と、༧期せ͵事
故がىきるՄੑがあり·すɻ基本Ͳおり、
物件Ҋ内は貸खଆʢ売खଆʣ業者ʢできれ
ґཔ者もʣの立会いのもとに行͏ことが重要
とࢥΘれ·すɻ

内のࠃ年中の不動産政策研究に関Θるࡢ　˖
動をऔり·とめた「不動産政策研究ճސ」
のܝ載をいたし·したɻ今ޙもຖ年４݄号で
のܝ載を༧定しており、内容のॆ࣮をਤって
いきたいとߟえており·すɻօ༷の͝支ԉ・
いいたし·すɻئ力をおڠ͝
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ˎ本ࢽの無அస載を͡ې·すɻ
　.本ࢽのܝ載記事をస載される場合は、͝࿈བྷ下さ

いɻ
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